
i義案第 1号

南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

南風原町職員の給与に関する条例印召和59年南風原町条例第5号)の一部を改正する条

例を別紙のとおり提出する。

平成器年1月舒日提出

(提案理由)

国の人事院勧告、県の人事委員会勧告、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改

正する法律及び県内市町村の職員給与改定状況を踏まえ、改正する必要があるので提案す
る。

南風原町長城間俊安



南風原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条南風原町職員の給与に関する条例(昭和59年南風原町条例第5号)の一部を
次のように改正する。

第器条の 4第 2 項第 1号中「100分の75」を「100分の85」に、「100分の95」を「100

分の105」に改め、同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に、「100分の45」を
「100分の50」に改める。

附則第9 項中「100分の0.19」を「100分の0.21」に改める。

別表第1を次のように改める。

別表第1 (第4条関係)

行政職給料表
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1 10

HI
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298,7船

299,100

299,400

299,500

299,800

300,100

300,500

300,700

300,900

301,200

301,500

301,900

302,100

302,400

302,700

303,000

347,700

348,000

348,300

348,800

^

186,500

備考この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

第2条南風原町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第器条の 4第 2 項第 1号中「100分の85」を「1船分の80」に、「100分の105」を「100

分の100」に改め、同項第2号中「100分の40」を「100分の37.5」に、「100分の50」
を「100分の47.5」に改める。

附則第9項中「100分の0.21」を「100分の0.2」に改める。

214,000 254,000

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成器年4月1
日から施行する。

2 第1条の規定(南風原町職員の給与に関する条例(以下絲合与条例」という。)第
器条の4第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定
は平成27年4月1日から、第1条の規定絲合与条例第器条の4第2項及び附則第9

項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年n月1日から適用
する。

絲合与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前
の給与条例の規定に基づいて支給された給与(南風原町職員の給与に関する条例等
の一部を改正する条例(平成舒年南風原町条例第3号。以下「平成27年改正条例」
という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、

273,400 288,500 313,900 355,600

イ
用



同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3

項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。


